
令和２年度

建設コンサルタント等業務の

総合評価実施方針等について

令和２年５月

国土交通省 関東地方整備局

港湾空港部

令和2年5月1日以降に公告する建設コンサルタント等業務より適用するものです。
◆本運用方針に基づき個別の建設コンサルタント等業務に適用される評価項目等
は、各建設コンサルタント等業務の入札説明書を参照してください。
◆本方針の内容は予告なく変更する場合がありますので、ご承知おき願います。



自社から事務所等へ移動し閲覧

自社で閲覧可能【デジタル情報提供】

移動
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新幹線等）

自社事務所等

（新たな取り組み）

過年度関連業務資料のデジタル情報での提示について

自社から事務所等へ移動し閲覧

移動
（飛行機、
新幹線等）
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選定ｏｒ指名通知 ～ 技術提案書の提出期限手続開始の公示 ～ 技術提案書の提出期限

手続開始の公示 ～ 技術提案書の提出期限

（従来）
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【手続きイメージ】

○プロポーザル方式及び総合評価落札方式の公募型又は簡易公募型を対象とし、技術提案書の作

成のために閲覧を認める資料がある業務について、手続き開始の公示時に参加表明書等の様式

と併せて誓約書（様式）を配布し、参加表明書提出の際に各様式と併せて提出して頂き、選定者又

は指名者に限定してデジタル情報を提供する。

○デジタル情報については、印刷不可にするとともにパスワードを設定するものとする。

〇指定の閲覧場所における紙による閲覧は、これまで通り手続き開始の公示時から実施する。

○令和２年５月１日以降に入札公告する業務より適用する。

手続き開始の公示
（誓約書（様式）を含む）

手続き開始の公示
（誓約書（様式）を含む）

プロポーザル方式 総合評価落札方式

参加表明書の提出
（誓約書を含む）

参加表明書の提出
（誓約書を含む）

指名通知後にデジタ
ル情報を提供

技術提案書の提出技術提案書の提出

選定通知後にデジタ
ル情報を提供
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【検討結果】

デジタル情報は以下のいずれかの方法
で提供する。

・選定または指名通知にデジタル情
報のダウンロード先を記載する。

・選定者又は指名者あてにデジタル
情報のダウンロード先を記載したメー
ルを送付する。

・選定者又は指名者あてにデジタル
情報を添付したメールを送付する。
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過年度関連業務資料のデジタル情報での提示について

（様式○）

誓 約 書（案）

令和○年○月○○日
支出負担行為担当官
○○長○○○○殿

閲覧者）住所○○○○○
電話番号○○○
会社名○○○○
代表者名○○○ 印
業者コード※○○
担当者）担当部署○○○
氏名○○○○○
電話番号○○○
E-mail○○○○

令和○年○月○○日付けで公告（公示）のあった令和○年度○○○○業務に係る技術提案書の作成のための既存資料の閲覧にあたっては、下記の事項を遵守
することとし、誓約に反した場合において、弊社が指名停止等の措置を被ることになっても異議を申し立てないことを誓約いたします。

記

１．閲覧者は、既存資料の閲覧内容を技術提案書作成に係わる関係者以外には秘密とし、また、本業務の技術提案書作成以外の目的に使用してはならない。

２．閲覧者は、既存資料の閲覧内容を第三者に漏らしてはならない。

３．既存資料の閲覧内容は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、本業務の技術提案書作成のみに使用し、他の目的には使用しない
こと。また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。

４．閲覧者は、本業務の技術提案書作成後に、既存資料の閲覧内容について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。

５．既存資料の閲覧内容について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐れが判明した場合については、本業務の技術提案書作成中・作成後を問わず、事
実関係等について直ちに発注者へ報告すること。なお、発注者が行う報告徴収や調査に必ず応じること。

※）資格決定通知書（港湾空港関係）に記載されている業者コード

本来の様式はＡ４縦版
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